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災害時に発生する

一般廃棄物の処理検討の
流れ

出典：災害時の一般廃棄物処理に
関する初動対応の手引き
（令和3年3月改訂 環境省）
に加筆
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情報伝達後の検討事項の流れ

処理方針・戦略の検討

① 生活ごみ・し尿（家庭）の収集運搬・処理計画の
変更等の判断

② 片付けごみ等、避難所ごみ、し尿（仮設トイレ等）
の収集運搬・処理戦略の検討

③ 災害廃棄物発生量の推計

適正かつ円滑・迅速な災害廃棄物等の処理運搬・処
理環境を整える

■被災市町村の検討事項

支援受援の調整

・被災府県内、もしくは被災
府県外からの支援の必要
性を確認する

・支援ニーズの把握
・被災府県及び環境省で支
援先を調整する

■被災府県・環境省の検討事項

支
援
が
必
要
な
場
合
）

支
援
調
整
内
容
の
共
有
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被災状況による支援スキームの段階（ステージ）及び情報伝達

情報伝達内容府県、環境省の支援・受援の調整災害廃棄物処理への対応対応の段階

・支援の必要がないこ
と

平時のごみ処理と同じスキーム
で対応。支援を必要としない。

通常
処理

市町村
対応

(ステージ
１)

市町村がもつ事業継続力に加
え、協定締結事業者の支援で対
応する。

仮置場
設営

・支援の必要があるこ
と

・被災内容

⇒平時の処理体制の
被災状況（処理施
設、収集運搬体制）
⇒災害廃棄物処理で
求める支援内容（処
理施設、収集運搬
体制）
⇒被災規模と市町村
体制（必要な支援の
大きさの目安）

・市町村から支援依頼を受けた府県
が、府県内の近隣市町村と支援調
整を行う。
・被災自治体が複数の場合は、支援
先が重ならないよう調整する。

従来の行政区域内だけでは対
応が困難な被災市町村が、府県
や府県内の近隣市町村の支援
を受け、災害廃棄物処理を進め
る。

府県内連携
（ステージ２）

・被災府県から支援依頼を受けた近
畿地方環境事務所が、近畿ブロック
内の他府県を通じて、支援可能な
市町村を調整する。
・被災自治体が複数の場合は、支援
先が重ならないよう調整する。

府県内だけでは対応が困難な
被災市町村が、近畿ブロック内
の他府県の支援を受け、災害廃
棄物処理を進める。

ブロック内連携
（ステージ３）

・近畿地方環境事務所が環境省本省
と他の地域ブロックからの支援を調
整する。

近畿ブロック内が広く被災してお
り、近畿ブロック内だけでは対応
が困難な災害廃棄物処理につ
いて、他の地域ブロックの支援
を受けて進める。

ブロック間連携
（ステージ４）

出典：近畿ブロック災害廃棄物対策広域連携行動計画 [第3版]を修正・加筆6
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災害時初動対応の
全体像と伝達が必
要な情報

発災直後（1～2日目） 概ね3日目以降

・被害状況
（被害の有無・大きさ）
・処理体制状況
・収集運搬体制状況

・左記の更新情報
・片付けごみ、仮置場の状況
・支援の要望

伝達が必要
な情報

出典：支援・受援マッチ
ングマニュアル（令
和5年3月 環境省近
畿地方環境事務所）
に一部加筆



9情報伝達様式の送付・回答の流れ

発災直後（１～2日目）

概ね３日目以降

メール

府県

情報伝達様式

メールへの
直接入力回答

全市町村・一部事務組合
送付

回答

被害ありの場合、
添付伝達様式（第
１報）を記入して
返信（被害ありの場合）

回答

伝達様式（第
２報等）の回
答依頼

情報伝達様式

添付伝達様式（第
２報等）を記入し
て返信

送付

回答

被災府県 被災市町村

メールによ
る報告依頼

近畿地方環境事務所

メールによ
る報告依頼

近畿地方環境事務所

送付

回答

送付

回答

情報伝達様式

情報伝達様式
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参考：段階的に発表される防災気象情報と対応する行動

出典：気象庁ホームページ（https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/alertlevel.html）
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１）タイトル案

【●月●日●時までに要返信】
○年○月○日（～○年○月○日）に発生した（災害名)による被災状況の確認について

２）メール文案例

市町村・一部事務組合 災害廃棄物処理担当部局
ご担当者 様

ごみ処理施設の被災状況や災害廃棄物関連の状況について、

《○月○日（曜日）○時まで》に○○府県○○課 担当 ○○までに本メールへの直接入
力による返信で、回答報告をお願いいたします。

※全容把握のため、被害がない場合もご返信ください。
※一部事務組合さまと構成市町村さま、それぞれからご回答いただく形で構いません。
※ご回答結果は、環境省近畿地方環境事務所とも共有させていただく予定です。
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■処理施設・収集運搬体制・市町村内の家屋被害・避難状況報告依頼
１．被害状況として、下記①②のうち、該当する番号の項目を残してください。

①被害なし ⇒ご回答は以上です。２以降の内容を削除してご返信ください。

②被害あり ⇒被害の内容を確認するため、２《市町村・組合対象》、３《市町村対象》の質
問にご回答ください。
※被害が少ない場合でも、支援の必要性を判断するため、被害ありとしてご回答ください。

２．《市町村・組合対象》現時点でわかる範囲で、被害の概要を添付の情報伝達様式（エク
セル）にてご回答ください。

３．《市町村対象》他市町村等からの生活ごみ（し尿等を含む）及び災害ごみの収集運搬、
処理の支援の要否として、下記①～③のうち、該当する番号の項目を残してください。現
時点での見込みで構いません。

※支援が「必要」「必要になる可能性あり」の場合には、別途当課よりご連絡させていただ
き、早期の課題解決に向けて、具体的な支援内容等をお伺いさせていただく予定です。

①支援は不要
②支援が必要になる可能性がある
③支援が必要


